
一般社団法人日本くすりと糖尿病学会組織規程 

 

 

第１章 総則 

（総則） 

第１条 一般社団法人日本くすりと糖尿病学会の組織運営は、一般社団法人日本くすりと糖尿病 

学会定款（以下「定款」という。）及びこの規程に定めるところによる。 

 

 

第２章 社員 

（経費等の負担） 

第２条 社員は入社時までに当法人の正会員として入会しなければならない。会員規程第５条第 

１項第１号に定める会費を納めることで定款第６条第２項を満たすものとする。 

２ 社員は、前項のほか、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。 

 

 

第３章 社員総会 

（社員総会の構成） 

第３条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。 

 

（社員総会の決議事項） 

第４条 社員総会は次の事項について決議する。 

（１）社員の除名 

（２）理事及び監事の選任又は解任 

（３）理事及び監事の報酬等の額 

（４）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）、並びにこれらの付属明細書の承認 

（５）定款の変更 

（６）解散及び残余財産の処分 

（７）その他社員総会で決議するものとして法令、定款並びに理事会で定められた事項 

 

（社員総会の招集） 

第５条 社員総会は、理事長が招集する。 

２ 社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって、開催日の２週間前 

までに通知を発しなければならない。 

（１）社員総会の日時及び場所 

（２）社員総会の目的である事項 

（３）その他法令で定める事項 

 



（社員総会の定足数） 

第６条 社員総会は社員の過半数の出席がなければ開会することができない。  

 

（書面表決等） 

第７条 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について、書面又は電磁的方法に 

より議決権を行使し、あるいは他の社員を代理人として表決を委任することができる。 

この場合において、定款第１３条及び本規程第６条において、出席した社員とみなす。 

 

（議事録への署名） 

第８条 定款第１６条において作成された議事録は、議長及び出席した社員のうち議長から指名 

された議事録署名人 2 名が記名押印する。 

 

 

第 4 章 役員 

（役員の選任） 

第９条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。ただし、必要があるときは、社員 

以外の者から選任することを妨げない。 

２ 定款第２１条によって選定される理事長及び副理事長は、理事会の決議によって、理事の中 

から選任する。 

３ 監事は理事及び社員を兼ねることができない。 

４ 理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は３親等内の親族その他特別の関係にある 

者の合計数は、理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。 

 

（役員の解任） 

第１０条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、理事及び 

監事の解任については総社員の半数以上であって、総社員議決権の３分の２以上の多数による決 

議によらなければならない。 

 

 

第５章 理事会 

（理事会の構成） 

第１１条 当法人は定款第２２条に基づき理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（理事会の権限） 

第１２条 理事会は、次の職務を行う。 

（１）当法人の業務執行の決定 

（２）業務に関する規程・規則等の制定、変更及び廃止 

（３）理事の職務の執行の監督 



（４）理事長および副理事長の選任及び解任  

 

（種類及び開催） 

第１３条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の２種類とする。なお、理事会は、委任状による出席

も代理出席も認めない。 

２ 定例理事会は、毎事業年度２回以上開催する。 

３ 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１）理事長が必要と認めたとき 

（２）理事長以外の理事から理事長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集 

の請求があったとき 

（３）当法人の業務及び財産の状況を監査することを目的に、監事から理事会招集の請求があっ 

たとき 

 

（理事会の招集） 

第１４条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。 

 

（理事会の議長） 

第１５条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたときまたは理事長に 

事があるときは、予め理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。 

 

（理事会の定足数） 

第１６条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。 

 

（決議） 

第１７条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出 

席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合に 

おいて、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）全員 

が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べた 

ときを除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 

３ 理事会は、定められたメーリングリスト宛の電子メールによって議決を行うことができる。 

４ 前項の規定において、理事会が電子メールによる議決を行う場合、その議決方法は、議長が 

投票期間および議事を明示したうえで、電子メールによる投票開始宣言を行い、理事の過半数の 

賛成をもって決する方法による。投票期間中に過半数に達しない議案は廃案となる。  

 

（議事録） 

第１８条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名また 



は記名押印する 

３ 前項に関わらず本規程第１５条但し書きに該当する場合は、議長が理事長の代わりに記名押 

印する。 

 

 

第６章 その他の機関 

（学術集会） 

第１９条本法人に学術集会の会長、次会長、次々会長各 1名をおく。 

２ 理事会は、学術集会の会長、次会長、次々会長各 1 名を選任することができる。 

３ 次々会長の選考は次のとおりとする。 

（1）本学会会員は、理事会に１名に限り、次々会長候補者を自薦あるいは推薦することができる。 

（2）理事会は、会員より推薦された次々会長候補者のなかから 3名以内の候補者を選出する。 

（3）学会事務局は理事会で決定された候補者に対して、学術集会に対する所信を求め、理事長に報

告する。 

（4）理事会は、以上の手続きにより選出された候補者の中から投票により次々会長 1名を選任する。 

（5）理事長は、理事会における前項の決定を社員総会に報告、承認を得た後、次々会長を任命する。 

４ 会長、次会長、次々会長は理事会の委任に基づき担当する学術集会を主催する。 

５ 会長の任期は学術集会開催年度末までとし、会長退任後は次会長が会長となり、次々会長は次会長

となる。 

６ 会長は学術集会の運営のため委員会を設置することができる。 

７ 会長は任期中、理事会に出席することができる。 

８ 学術集会に関し必要な事項は、この規程に定めるもののほか、理事会の決議により、別に定める。 

 

（委員会） 

第２０条 理事会は、当法人の事業の円滑な推進を図るため必要があると認めるときは、委員会 

を設置することができる。 

２ 委員会は当法人の目的及び事業の執行にあたり、理事長、理事会の諮問に答え、又は意見を 

具申すると共に、理事会から承認を得た事項について事業の円滑な推進を執行する機関とする。 

３ 委員会は、理事１名以上、その他の委員で構成し、理事長及び副理事長が掌理する。 

４ 委員会は理事会の委任に基づく事項の失効及び理事会に参考意見の提出を行う。 

５ 委員会の委員は、正会員の中から、理事会において選任及び解任する。 

６ 委員会は、必要に応じて外部委員を設けることができる。 

７ 委員会の外部委員は、理事会において選任及び解任する。 

８ 委員会に関し必要な事項がこの規程にない場合は、理事会の決議により別に定める。 

 

（運営および任期） 

第２１条 委員会は、委員長と委員若干名をもって構成する。必要に応じ副委員長を設けること 

ができる。 

２ 委員長は、原則として理事の中から理事会が選任する。 



３ 委員長は、委員会を招集し、会議を総括する。 

４ 委員長は必要に応じ補佐役として副委員長を任命し、職務を代行させることができる。 

５ 委員の任期は 2 年とし、理事の改選の度に選任する。再任は妨げない。 

６ 委員長に欠員が生じたときは、理事会は後任者を選任し、後任者は前任者の任期を務める。 

７ 委員長は必要に応じ参考人に委員会への出席を要請し、助言を求めることができる。  

 

(委員会の種類) 

第２２条 当法人は、次の委員会を置き各条の事務を司る。 

１ 編集委員会 

２ 広報委員会 

３ 研究推進委員会 

４ 教育研修委員会 

５ ネットワーク委員会 

６ 認定委員会 

７ 試験委員会 

８ 利益相反委員会 

９ ガイドブック編集委員会 

１０ ガイドライン作成委員会 

 

（編集委員会） 

第２３条 編集委員会においては、次の事務を司る。 

１ 機関誌の編集と刊行に関すること 

２ 国内外文献及び刊行物に関すること 

３ その他、編集に関すること 

 

（広報委員会） 

第２４条 広報委員会においては、次の事務を司る。 

１ ホームページの作成と維持・管理に関すること 

２ 外部団体や社会への広報・宣伝に関すること 

 

（研究推進委員会） 

第２５条 研究推進委員会においては、次の事務を司る。 

１ 薬と糖尿病に関する政策提言に資する研究の蓄積に関すること 

２ 学術集会やセミナー等の企画及び運営に関すること 

 

（教育研修委員会） 

第２６条 教育研修委員会においては、次の事務を司る。 

１ 薬と糖尿病に関する新しい知見の発掘と啓蒙による糖尿病の薬物療法の質の向上に関すること 

２ 表彰に関すること 



３ 教育及び育成に関すること 

 

（ネットワーク委員会） 

第２７条 ネットワーク委員会においては、次の事務を司る。 

１ 他職種および地域間のネットワークを広げるための情報共有と交流に関すること 

２ 地域セミナーや交流会などの企画運営に関すること 

３ 海外の学会や関係者との交流、共同研究会の企画・実施など国際交流に関すること  

 

（認定委員会） 

第２８条 認定委員会においては、次の事務を司る。 

１ 認定およびその更新の審議ならびに実施に関すること 

２ 試験委員会と連携し、認定試験の実施をすること 

 

（試験委員会） 

第２９条 試験委員会においては、次の事務を司る。 

１ 当学会の認定試験に関する件 

 

（利益相反委員会） 

第３０条  利益相反委員会においては  

１  当学会の利益相反に関すること 

 

（ガイドブック編集委員会） 

第３１条  ガイドブック編集委員会においては  

１  認定受験のためのガイドブック等の作成に関するすること 

 

（ガイドライン作成委員会） 

第３２条  ガイドライン作成委員会においては  

１  糖尿病治療薬の適正使用に関するガイドライン等の作成に関すること 

 

 

（事務局） 

第３３条 当法人の事務を処理するために、事務局を設置することができる。 

事務局には、当法人の事務を処理するために、事務局長その他職員を置くことができる。 

事務局長その他の職員は、理事長が任免する。 

１ 事務局は、理事長の求めに応じ、理事会運営を補佐する 

２ 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等に関し必要な事項は、別に定める。 

３ 理事会の議決により、事務局が行う業務を他に委託することができる。 

 

（事務局の事務分掌） 



第３４条 事務局においては、次の事務を司る。 

１ 理事会などの会議運営、議事録作成、会員登録、変更、入退会手続き、年会費管理、連絡書類等の

発送、会員名簿作成等の学会の会員管理など、学会の総務・庶務全般に関すること 

２ 学会の基盤整備、将来計画に関すること 

３ 予算・決算およびその他財務及び会計に関すること 

４ 学会業務の IT 化推進に関すること 

 

（その他の事務） 

第３５条 本規程第 22 条から第 26 条及び第 28 条に該当しない事務に関しては理事長の決するところ

による。 

 

 

第７章 補足 

（細則） 

第３６条 本規程に定めがなく、組織運営上補足を要する事項については、その都度理事会が定めるこ

ととする。 

 

（改廃） 

第３７条 この規程の改廃は、理事会が行う。 
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（第２２条・第２６条改定、 

第２８条・第２９条追加） 

2015 年 12 月 26 日改定 

（第２０条改定） 

2017 年 5 月 18 日改定 

（第２２条・第２６条改定、第３０条・ 

第３１条・第３２条追加） 

2017 年 9 月 16 日改定 

（第１８条・第２０条改定） 

 

 


